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＜運営方針等について＞

①　今年度の運営方針の基本

②　利用者処遇、権利擁護

③　職員の確保及び定着化（処遇の充実・士気高揚策等）・職員資質向上
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○　その他、市への要望事項等
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第１　社会福祉施設運営の適正実施の確保等

　１　運営管理体制の確立 自主点検欄

（１） 利用定員及び居室の定員を遵守しているか。

⇒　別表１「利用の状況」を記入してください。

（２） 運営規程等必要な諸規程及び帳簿を整備し、当該規程に基づき適切に運営
しているか。

① 利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日か
ら５年間保存しているか。

⇒　別表２「諸規程、帳簿類の整備状況」を記入してください。

（３） 管理者は適正に配置され、責務を担っているか。

① 資格要件を満たしているか。

② 専任者となっているか。また、他の役職を兼務する場合、施設の運営管理に
支障が生じていないか。

③ 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っている
か。

④ 職員に最低基準を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。

（４） 直接処遇職員を、必要数配置しているか。また、常勤換算方法により、適正
に配置職員数を把握しているか。

⇒　別表３－１「職員の配置、採用・退職状況」を記入してください。

⇒　別表３－２（１）（２）「当年度職員配置基準確認表」を記入してください。

常勤換算の算定の基礎（就業規則に基づいて記入してください。）

○１日あたり労働時間（基本）：　 　　　時間

○年間休日数：　　　　　日

○年間総労働時間数：　　　　　　　時間

（５） 施設・事業所ごと、月ごとに、職員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管
理者との兼務関係等を明確にした勤務表を作成しているか。

（６） 育児休業、産休等代替職員を確保しているか。

（７） 施設設備を適正に整備し、建物、設備の維持管理を適切に行っているか。

（８） 貯水槽又は飲用井戸の衛生管理は、適正に行っているか。

① 貯水槽が、簡易専用水道に該当する場合、厚生労働大臣の登録を受けた検
査機関による法定点検を年１回以上受けているか。

② 貯水槽等の水を飲料水として使用する場合、水質検査を年２回以上行ってい
るか。

③ 貯水槽の清掃を年１回以上行っているか。

（９）業務継続計画を策定しているか。

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継
続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための
計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ
ているか。

② 業務継続計画を周知し、研修は年２回以上及び新規採用時、訓練は年２回
以上、定期的に実施しているか。

③ 業務継続計画を定期的に見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行っているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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　２　労働基準法等関係法規の遵守 自主点検欄
（１） 就業規則（給与規程、育児介護休業規程等を含む。）は、適正に作成している

か。

① 労働基準法等関係法規に適合しているか。また、必要な事項を記載している
か。

② 見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、又はコンピュータを使用した
方法によって、適切に職員へ周知しているか。

③ 改正する場合は、職員の代表者の意見書を添付して労働基準監督署へ届け
出ているか。

（２）　労働時間・休憩は、適切に管理・付与しているか。労働時間の短縮に努めて
いるか。

① 日ごと、週ごとの労働時間は法定労働時間（１日８時間、１週４０時間。変形労
働時間制を採用している場合は週平均４０時間。）以内となっているか。

⇒　別表４ー１「職員の勤務状況（監査実施月の前々月分状況）」を記入してく
ださい。

⇒　確定勤務表（監査実施月の前々月分状況）を添付、または、別表４ー２
「勤務表」を記入してください。

② 変形労働時間制を採用する場合、必要な要件を充たしているか。

③ 労働日ごとにタイムカードなど客観的な方法により、始業・終業時刻を確認・
記録しているか。

④ 労働時間の記録に関する書類を３年間保存しているか。

⑤ 労働時間が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合には１時
間以上の休憩を与えているか。

⑥ 宿日直業務を行う場合は、労働基準監督署の許可を得ているか。また、宿日
直業務の実態が許可条件と異なっていないか。

（３）休日・休業は、適切に付与しているか。

① 休日について、就業規則に基づき適切に付与しているか。

② 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定（３６協定）を毎年締結し、労働基
準監督署へ届出ているか。

③ 産前・産後休業を適切に付与しているか。

（４）年次有給休暇は、適切に付与・管理しているか。

① 雇入れの日から起算して６ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤
した者に対し、年次有給休暇を最低１０日付与しているか。また、その後、勤
続年数に応じて必要な日数付与されているか。

② 年次有給休暇が１０日以上付与されている者に対し、年５日の有給休暇を取
得させているか。

③ 年次有給休暇の計画的付与を行う場合に、労使協定が締結されているか。ま
た、年次有給休暇のうち５日間を控除しているか。

④ 年次有給休暇の取得日数等の管理が適切に行われているか。

⑤ 年次有給休暇を時間単位で付与する場合は、労使協定が締結されている
か。また、５日以内となっているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

１か月単位
１年単位
不採⽤

すべて適合
不適合あり
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（５）賃金（給料・諸手当）・費用弁償は、適正に支給しているか。

① 給料・諸手当について、給与規程に基づき適正に支給しているか。

② 賃金の一部を控除して支払う場合に労使協定（２４協定）を締結しているか。

③ 賃金の口座振込を行う場合は、労使協定を締結し、各職員から個別に書面に
よる同意を得ているか。

④ 時間外又は休日、深夜に勤務させた場合は、割増賃金を適正に支給している
か。

⑤ 扶養・住居・通勤手当は、適正に認定を行って支給しているか。

⑥ 研修等にかかる旅費は、旅費規程等に基づき適正に支給しているか。

（６）労働契約・解雇・退職等の手続きは、適正に行っているか。

① 職員の雇入れ時、必要な労働条件を明示した書面を交付しているか。

② 職員を解雇する場合にあっては、解雇権を濫用していないか。

③ 職員募集及び日常業務において、性別を理由とした差別的取扱いを行ってい
ないか。

④ 高年齢者雇用安定法に基づき、定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の導
入、定年制の廃止のいずれかの措置を講じているか。

　３　職員処遇の充実等 自主点検欄
（１）職員の健康管理を適正に行っているか。

① 職員の雇入れ時に、健診費用を事業者が負担して、健康診断を実施している
か。

② 職員の定期健康診断（１年以内ごとに１回。深夜業を含む業務に常時従事す
る職員は６月以内ごとに１回）を実施しているか。

③ 雇入れ時又は定期の健康診断を、必要な検査項目について実施している
か。

④ 健康診断の結果、異常の所見があると診断された者に対し、必要な措置を講
じているか。

⑤ 健康診断個人票を５年間保存しているか。

⑥ 職員及び入所者（６５歳以上）の結核健康診断（胸部Ｘ線検査）結果を管轄保
健センター（保健所）へ報告しているか。

⑦ 常時５０人以上の労働者を使用する場合（事業場単位）
　ア　定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ届出ているか。
　イ　産業医、衛生管理者を選任して、労働基準監督署へ届出ているか。
　ウ　ストレスチェックを実施し、労働基準監督署へ届出ているか。

（２）社会保険及び雇用保険の手続きを適正に行っているか。

① 社会保険（健康保険、厚生年金）の加入対象者は、すべて加入しているか。

② 雇用保険の加入対象者は、すべて加入しているか。

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済の手続きを適正に行っているか。

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の加入対象者は、すべて加入してい
るか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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（４）業務体制の省力化及び資質向上に努めているか。

① 業務体制の確立と業務省力化の推進のために努力しているか。

② 職員会議等を定期的に実施し、記録を残しているか。

③ 資質向上対策

　ア　研修は、計画的に実施し、参加について平等な機会を与えているか。

　イ　職種別の外部研修等へ参加させているか。

　ウ　介護福祉士等の資格取得へ配慮しているか。

　エ　研修内容は、他の職員へ周知し、研修記録を整備しているか。

　オ　研修記録は整理されているか。

⇒　別表５「職員会議等の実施状況」を記入、または同様の内容を含む資料
を添付してください。

⇒　別表６「職員研修の実施状況」を記入、または同様の内容を含む資料を
添付してください。

（５）職員の確保及び定着化に努めているか。

① 職員の計画的な採用に努めているか。

② 職員の定着化について、積極的に取り組んでいるか。

③ 職員の定着化が課題となっている場合は、法人全体で課題解決に向けて取
り組んでいるか。

（６）ハラスメント対策を適正に実施しているか。

① 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害
されることを防止するための措置を講じているか。

② 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな
らない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発しているか。

③ 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、窓口を定め、職員に
周知しているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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　４　情報等の適正な取扱い 自主点検欄
（１）個人情報を適正に取り扱っているか。

① 個人情報保護に関する考え方や方針（プライバシーポリシー等）及び個人情
報の取扱いに関する規則を策定し、対外的に公表しているか。

② 個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しているか。

③ 本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて
個人情報を取り扱っていないか。

④ 個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除
き、すみやかに利用目的を本人に通知又は公表しているか。本人から直接書
面に記載された個人情報を取得する場合、あらかじめ本人に対し、その利用
目的を明示しているか。

⑤ 個人データの漏えいや滅失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を
講じているか。

⑥ 個人データを第三者に提供する場合、あらかじめ本人の同意を得ているか。

⑦ 本人から保有個人データの開示を求められた場合、遅滞なく開示している
か。

⑧ 苦情があった場合、適切かつ迅速な処理に努めているか。苦情受付窓口の
設置、苦情処理手順の策定等必要な体制を整備しているか。

（２）秘密保持を適正に行っているか。

① 正当な理由なく、職員が業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を漏え
いしないための措置を講じているか。

② 職員でなくなった後においても、上記と同様の措置を講じているか。

（３）公益通報者保護の適正な取扱い

① 公益通報者保護法を踏まえ、通報処理の仕組みに関する規程を整備してい
るか。

② 通報があった場合の対応は適切か。

○通報に基づく調査の実施に当たっては、通報者が特定されないよう調査方
法に十分配慮すること。

○通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与しない
こと。

○調査の結果、法令違反等が明らかになった場合、速やかに是正措置及び
再発防止策を講じること。さらに必要があれば、関係行政機関への報告等を
行うこと。

○公益通報をしたことを理由に、通報者に対して解雇又は不利益な取扱いを
しないこと。

③ 通報窓口及び受付の方法を明確に定めるとともに、通報処理の仕組みやコン
プライアンス（法令遵守）の重要性について、定期的に研修会又は説明会を
開催する等により、職員に対し十分に周知を行っているか。

④ 通報窓口となる担当者を公益通報対応業務従事者として指定しているか。ま
た、指定された従事者へ守秘義務を課しているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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第２　防災対策の充実強化
　１　消防用設備等の点検 自主点検欄

（１）　消防法令等に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常通報装置等の設備が
整備されているか。

（２）　消防用設備等について、専門業者による定期点検を行っているか。

　２　震災対策 自主点検欄
（１）　居室の家具等の転倒防止策や、窓ガラスの飛散防止対策などの震災対策は

行われているか。

（２）　災害用非常食の備蓄を行っているか。

（３） 災害用非常食を提供するために必要な熱源・燃料、食器その他備品を用意し
ているか。

　３　防火管理体制 自主点検欄
（１）　防火管理者を選任し、消防署へ届出ているか。

（２）　消防計画（地震防災規程）を作成、また必要の都度改正し消防署へ届出てい
るか。

（３）　消防計画には、以下の事項が記載されているか。

・自衛消防の組織に関すること。

・防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

・消防用設備等の点検及び整備に関すること。

・避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及
びその案内に関すること。

・防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

・定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

・防火上必要な教育に関すること。

・消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

・火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び
避難誘導に関すること。

・防火管理について消防機関の連絡調整に関すること。

・増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火
管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関
すること。

・前各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事
項

　４　協力体制 自主点検欄
（１）　消防機関や地域の消防組織等との連携をとるなど、非常時の際の連絡・避難

体制が確保されているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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　５　消火・避難訓練等 自主点検欄
（１）　消火訓練及び避難訓練を適切に実施しているか。

① 消防機関に実施計画を届出のうえ、それぞれの施設ごとに定められた回数
以上適切に実施されているか。

② 夜間訓練が必要な場合、夜間訓練又は夜間を想定した訓練が行われている
か。

③ 訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている
か。

（２） 消火・避難訓練の実施記録を整備しているか。

（３）　消防計画に定める火災予防上の自主検査・自主点検を実施し、記録を整備し
ているか。

（４）　中村区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区のみ

南海トラフ地震防災対策に関し、愛知県の被害予測調査に基づき、水深３０ｃ
ｍ以上の浸水が想定される区域にある施設（事業所）は、以下の防災訓練を
年１回以上実施しているか。

①　情報収集・伝達に関する訓練

②　津波からの避難に関する訓練

③　①及び②を統合した総合防災訓練

（５）　浸水想定区域（洪水・雨水出水（内水氾濫）・高潮）、土砂災害警戒区域、津
波災害警戒区域の区域内の施設に該当する場合、必要な措置を講じている
か。

【浸水想定区域、土砂災害計画区域】

① 避難確保計画の作成

② 避難訓練の実施

③ 避難訓練の結果の報告

【津波災害計画区域】

① 避難確保計画の作成・公表

② 避難訓練の実施

③ 避難訓練の結果の報告

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

非該当

浸水（洪水）

津波災害
土砂災害
浸水（高潮）
浸水（雨水出水）

非該当
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第３　経理事務の適正化

　１　会計管理 自主点検欄
会計基準、経理規程等に基づき、適正に行っているか。

（１） 経理規程を適正に作成しているか。また、勘定科目別表が整備されている
か。

（２） 各拠点区分ごとに会計責任者及び出納職員が任命されているか。また、会計
責任者と出納職員が兼務していないか。

（３） 経理規程に定める会計帳簿、補助簿を作成し、備え置いているか。

（４） 会計処理は、会計伝票により処理し、会計伝票に会計責任者の承認を受け
ているか。

（５） 共通経費について、合理的な基準に基づいて配分等しているか。
ア　複数の事業区分等に共通する収入（収益）・支出（費用）
イ　国庫補助金等特別積立金等
ウ　事業費、事務費

（６） 会計に関する書類が、必要期間保存されているか。

　２　出納 自主点検欄
（１）寄附金品の受入れは、適正に取り扱っているか。

① 寄附者の意向を確認するため、寄附申込書を受領しているか。
寄付者に寄附の受領書を交付し、その控えを保管しているか。

② 寄附の受領の際、理事長の承認を得ているか。

③ 寄附金は、寄附目的により事業区分等の帰属を決定して寄附金収入として計
上しているか。
寄附物品は、取得時の時価により寄附金収入として計上するとともに、当該
物品の使途目的に応じた支出科目に計上しているか。(即日消費される飲食
物等を除く。)

④ 寄附金収入額と申込書、受領書等の金額は、一致しているか。

⑤ 入所者・家族、取引業者などに対し、寄附を強要していないか。

（２）小口現金は、適正に取り扱っているか。

① 経理規程に定める小口現金取扱い限度額を超えて、現金を保管していない
か。
当該限度額は、小口現金として妥当な金額になっているか。

② 出納職員等が取扱責任者として定められているか。

③ 現金は、金庫等安全な場所に保管しているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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　３　決算 自主点検欄
会計基準、経理規程等に基づき、適正に行っているか。

（１） 事業区分、拠点区分及びサービス区分（以下「事業区分等」）は定款に準拠し
ているか。

（２） 計算書類、附属明細書及び計算書類の注記は、会計基準に準拠して作成さ
れているか。また、勘定科目は、会計基準に準拠しているか。

（３） 拠点区分貸借対照表の流動資産から流動負債（一定の項目を除く。）を引い
た額は、拠点区分資金収支計算書の当期末支払資金残高と一致している
か。

（４） 拠点区分貸借対照表の次期繰越活動増減差額は、拠点区分事業活動計算
書の次期繰越活動増減差額と一致しているか。

（５） 特定の目的で１年を超えて保有する預貯金を、固定資産に計上しているか。

（６） 資産の評価、減価償却を適正に行っているか。

（７） 固定資産の管理は、帰属する事業区分等において、固定資産管理台帳等に
より適正に管理しているか。

（８） 施設整備等にかかる借入金及び償還金について、当該事業区分等で処理を
行っているか。

（９） 退職金支給時の取崩し等の処理は、適正に行われているか。

　４　契約 自主点検欄
会計基準、経理規程等に基づき、適正に行っているか。

（１） 契約は、理事長又は理事長の委任を受けた者（契約担当者）が行っている
か。

（２） 理事長の委任を受けた者（契約担当者）が契約を行う場合、その委任の範囲
を明確に定めているか。

（３） 経理規程に基づいて、競争入札により契約相手方の決定を行っているか。ま
た、予定価格を適正に定めているか。

（４） 予定価格が経理規程に定める金額を超える契約を行う場合、競争入札により
契約相手方の決定を行っているか。また随意契約を行う場合、経理規程に定
める事由に該当しているか。

（５） 価格による随意契約は、３社以上の業者から見積書を徴し適正な価格を判断
しているか。
また、以下の金額を超えない場合には、２社以上の業者からの見積書で判断
しているか。

（６） 経理規程に定める金額を超える契約について、契約書を作成しているか。ま
た、契約書の作成を省略できる場合であっても、特に軽微なものを除き、請書
等を徴しているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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　５　資金の運用、事業区分間等の資金移動 自主点検欄
会計基準、経理規程等に基づき、適正に行っているか。

（１） 当該指定障害者支援施設等に帰属する収入を、以下の経費に充当していな
いか。

ア　収益事業に要する経費
イ　当該指定障害者支援施設等を経営する社会福祉法人外への資金の流出
（貸付を含む。）に属する経費。ただし、欠損金を補填する場合を除く。
ウ　高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費

（２） 他の社会福祉事業等、公益事業へ資金を繰入れる場合、当該指定障害者支
援施設等の事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ当期資金収支
差額合計に資金不足が生じない範囲において、行われているか。（５③に該
当する場合を除く。）

（３） 当該法人が行う当該指定障害者支援施設等以外の指定障害者支援施設等
へ資金を繰入れる場合、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲に
おいて、行われているか。

（４） 他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業への資金の繰替使用（資
金の貸付）について、当該年度内に補填しているか。

（５） 法人の事業区分等の間の資金移動は、事業区分間及び拠点区分間繰入金
明細書、サービス区分間繰入金明細書（拠点区分資金収支明細書を作成し
た拠点のみ作成）等により正確に把握されているか。

　６　該当する施設のみ 自主点検欄

障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等は、適正に取り扱って
いるか。

（１） 移行時特別積立預金が、預貯金など元本が保証される安全確実な方法で、
施設ごとに管理されているか。

（２） 移行時特別積立金を以下の経費に充当するために取崩す場合、理事会の承
認を得ているか。

ア　当該施設の決算処理を行うに当たって、欠損金が見込まれる場合の補填
経費

イ　当該施設を経営する社会福祉法人が次に掲げる事業を実施するために、
当該事業の用に供する施設及び設備の整備並びに用地の取得に要する経
費並びに当該事業の運営に要する経費（ただし、旧社会福祉・医療事業団か
らの借入金（平成10年9月以前に借り入れたものに限る。）の繰上償還のため
の経費を除く。）

 ○　社会福祉法第２条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福
祉事業

 ○　社会福祉法第２６条第１項に規定する公益事業

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

非該当
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第４　適切な利用者支援の確保

１　入退所 自主点検欄
（１） 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は

就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に
対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就
労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合
は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講
じているか。

（２） 利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切
な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介
その他の措置を速やかに講じているか。

（３） 施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置
かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の
把握に努めているか。

（４） 施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつき
を重視した運営を行い、市町村（特別区含む）、他の障害者支援施設、障害
福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを
提供する者等との密接な連携に努めているか。

（５） 施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対
して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供
する者との密接な連携に努めているか。

２　利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 自主点検欄
（１） 利用者等に対して金銭の支払を求めることができる場合は、当該金銭の使途

が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を
求めることが適当であるものに限られているか。

（２） 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並び
に利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにすると
ともに、利用者等の同意を得ているか。

　

３　個別支援計画の作成・変更、サービスの取扱い指針 自主点検欄
（１） 個別支援計画は、適切に策定されているか。

① 適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環
境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課
題等の把握（アセスメント）を行った上で、支援内容の検討を行い、個別支援
計画の原案を作成しているか。

② アセスメントにあたり利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に
は、当該利用者の意思及びに判断能力等について丁寧に把握しているか。

③ 利用者に対しサービス等を提供する担当者等を招集する会議を開催し、（１）
の原案の内容について意見を求めているか。

④ ①の原案の内容について、利用者又はその家族に説明し、文書により利用
者の同意を得た後、作成又は変更した個別支援計画を、利用者及び指定計
画相談支援事業者に交付しているか。

⑤ 個別支援計画の作成・変更後、当該計画の実施状況の把握（モニタリング）を
行うとともに、適切な時期に、計画の見直しを行っているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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（２） 利用者への支援は、適切に行われているか。

① 利用者の支援については、個別支援計画に基づき、漫然かつ画一的なもの
とならないよう配慮して行っているか。

② 利用者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要
な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

③ 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っている
か。

④ 利用者の意思決定の支援に配慮しているか。

⑤ 利用者の意思に反して異性介助がなされていないか。

　　
４　地域との連携等、地域移行等意向担当者 自主点検欄

（１） 地域住民又はその自発的な活動(ボランティア)等との連携及び協力を行う等
の地域との交流を行っているか。

（２） 【外部評価実施施設を除く。令和６年度まで努力義務】

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、学識経験者、市町村の担当者等
により構成される協議会（地域連携推進会議）を開催し、おおむね一年に一
回以上、事業の運営状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けて
いるか。
また、当該報告、要望、助言等の記録を作成し、公表しているか。

② ①の開催のほか、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が
施設を見学する機会を設けているか。

（３） 【令和７年度まで努力義務】

利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、施設以外における障害福
祉サービス等の利用状況等の把握及び利用に関する意向の定期的な確認
（以下、「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うための指針を定める
とともに、地域移行等意向確認担当者を選任しているか。

（４） 【令和７年度まで努力義務】

地域移行等意向確認担当者は、把握又は確認した内容をサービス管理責任
者に報告するとともに、当該内容を個別支援計画の作成に係る会議に報告し
ているか。また、地域移行等意向確認等に当たって、相談支援事業者等と連
携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の
地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めているか。

５　相談及び援助 自主点検欄
（１） 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その
他の援助を行っているか。

　　

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

非該当
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６　介護・訓練 自主点検欄
（１） 利用者の心身の状況に応じて、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に

資するよう、適切な技術をもって介護及び訓練を行っているか。

（２） 【生活介護を除く】

利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練
を行っているか。

（３） 【施設入所支援のみ】

適切な方法により入浴又は清しきが行われているか。

（４） 【生活介護及び施設入所支援のみ】

　　　利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の自立について必要
な援助を行っているか。
トイレ等は利用者の特性に応じた工夫がなされているか。また、換気、保温及
び利用者のプライバシーの確保に配慮がなされているか。

（５） 【生活介護及び施設入所支援のみ】

おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えているか。

（６） 常時一人以上の職員を介護及び訓練に従事させているか。

（７） 利用者の負担により、当該施設の職員以外の者による介護及び訓練を受け
させていないか。

７　生活環境 自主点検欄
（１） 利用者が安全・快適に生活できる広さ、構造、設備となっているか。また、障

害の状況に応じた配慮がなされているか。

（２） 居室等が設備及び運営基準にあった構造になっているか。

（３） 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明が適切になされている
か。

８　社会生活上の便宜の供与等 自主点検欄
（１） 適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めているか。

（２） 利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、
本人又はその家族において行うことが困難である場合は、本人の同意を得
て、代わって行っているか。

（３） 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の
機会を確保するよう努めているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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９　医学的管理、衛生管理等 自主点検欄
（１） 利用者の健康管理について、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理

の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を
講じているか。

（２） 施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を
行っているか。

（３） 利用者に対する健康管理及び療養上の指導を行うために必要な医師の数
（勤務日数、勤務時間）を確保しているか。

（４） 利用者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を定めているか。

（５） 健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

（６） インフルエンザ、腸管出血性大腸菌感染症、レジオネラ症等感染症の発生及
びまん延を防止するための適切な措置を講じているか。

（７） 感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止のための対策を検討
する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図っ
ているか。
また、感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止ための研修並び
に感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施している
か。

⇒　別表５　「各種委員会、会議の実施状況」を記入してください。

⇒　別表６　「職員研修の状況」を記入してください。

（８） 感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止のための指針を整備
しているか。

（９） 感染症若しくは食中毒が発生した場合、又はそれらが疑われる状況が生じた
場合に、保健センター（保健所）等へ報告を行っているか。

１０　利用者の入院期間中の取扱い 自主点検欄
（１） 利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入

院後おおむね３月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等
を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情が
ある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるように
しているか。

１１　【生産活動を行う施設のみ】生産活動の提供、工賃の支払い 自主点検欄
（１） 地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しているか。

（２） 作業時間、作業量等が、従事する者に過重な負担とならないように配慮する
等適切な措置を講じているか。

（３） 利用者に対して、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必
要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。

（４） 【就労継続支援Ａ型のみ】
　　　生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除し

た額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となっているか。

（５） 【雇用契約を締結していない利用者がいる就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ
型のみ】

利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額は三千円を下
回っていないか。

（６） 【雇用契約を締結していない利用者がいる就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ
型のみ】

年度ごとに工賃の目標を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者
に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するともに、市に報告してい
るか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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１２　【自立訓練のみ】地域生活への移行のための支援 自主点検欄
（１） 利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携
し、必要な調整を行っているか。また、利用者が住宅等における生活に移行し
た後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行っているか。

１３　実習、就労支援の実施等 自主点検欄
（１） 【就労移行支援、就労継続支援のみ】

個別支援計画に基づいて実習を実施するために、利用者の意向及び適正を
踏まえる様に努めながら、実習の受入先を確保しているか。

（２） 【就労移行支援、就労継続支援のみ】

公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援して
いるか。

（３） 【就労移行支援、就労継続支援、生活介護のみ】

利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の
関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における
相談等の支援を継続しているか。

（４） 【就労移行支援のみ】

前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を市に報告
しているか。

（５） 【就労移行支援のみ】

利用者自ら通常の事業所に通勤できるよう、通勤のための訓練を実施してい
るか。

（６） 【すべての事業所（就労移行支援は義務、就労継続支援、生活介護、自立訓練
は努力義務）】

利用者が就職後６か月が経過した後に、就労定着支援事業の利用を希望す
る場合に、就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。

　　　
１４　身体拘束等の廃止 自主点検欄

（１） 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行っていない
か。

（２） 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由（切迫性、非代替性、一時性の三
つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを
行った旨）、その他必要な事項を記録しているか。

（３） 身体拘束等の適正化のための委員会を定期的に開催し、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図っているか。
身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。

⇒　別表５　「各種委員会、会議の実施状況」を記入してください。

⇒　別表６　「職員研修の状況」を記入してください。

（４） 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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１５　障害者虐待の防止 自主点検欄
（１） 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を配置している

か。

（２） 虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、速やかに市（施設所管
課）に通報しているか。

（３） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につ
いて、従業者に周知徹底を図っているか。
虐待防止のための研修を定期的に実施しているか。

⇒　別表５　「各種委員会、会議の実施状況」を記入してください。

⇒　別表６　「職員研修の状況」を記入してください。

１６　苦情解決の仕組み 自主点検欄
（１） 苦情解決の仕組みが整備され、利用者等へ周知されているか。

（２） 苦情受付担当者は、苦情の受付から解決・改善までの経過と結果を記録して
いるか。

（３） 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果を第三者委員に報告し、
必要な助言を受けているか。

（４） 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出
人及び第三者委員に対し、一定期間経過後報告しているか。

（５） 苦情解決結果をインターネットを活用した方法のほか事業報告書等への掲載
により公表しているか。

　　
１７　事故発生時の対応 自主点検欄

（１） 利用者等に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町
村、利用者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

（２） 利用者等に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損
害賠償を速やかに行っているか。

（３） 事故発生の原因を解明し、再発防止の対策を講じているか。

    
１８　【就労継続支援Ａ型のみ】評価内容の公表 自主点検欄

（１） おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他の運営状況について、自
ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表して
いるか。

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり

すべて適合
不適合あり
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１９　【実施する施設のみ】預り金品の管理状況 自主点検欄
（１） 利用者の金品を施設で管理する場合、預り金品等に関する規程を定めてい

るか。

（２） 預り金品に関する契約の締結（預り金品業務依頼書の受領、預り証の交付
等）をしているか。

（３） 利用者に家族がいない場合、成年後見制度・地域福祉権利擁護事業を利用
しているか、又は利用を検討しているか。

（４） 保管責任者（預金通帳等及び印鑑について）を、それぞれ別に保管責任者を
定めているか。

（５） 利用者預り金を管理者等名義で一括管理していないか。

（６） 施設で利用者預り金の預金通帳のキャッシュカードを作成、使用していない
か。

（７） 施設の入所・退所にあたって、金品を預かる際及び引渡す際において、複数
の職員による立会いを行っているか。

（８） 預り金品の管理状況について、定期的に管理者によるチェックを行っている
か。

（９） 預り金品の状況について、定期的に利用者又は家族等による確認が行われ
ているか。

　　

すべて適合
不適合あり
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※ 下記の質問に回答のうえ、調書を作成してください。

・ 厨房で、同一法人等の他施設の食事を調理している

１　栄養管理

（１）施設に栄養士または管理栄養士を配置しているか。
　　　また、栄養ケア・マネジメントを実施しているか。

（２）食事提供状況

①　療養食を提供しているか。
　　療養食を提供している場合は医師の発行した食事箋に
　基づき献立表を作成しているか。

②　介護食・嚥下調整食を提供しているか。

③　栄養補助食品・経腸栄養剤を採用しているか。

２　給食管理

（１）献立・調理

①　献立を作成しているか。

（２）嗜好調査、残食（菜）調査等を行っているか。
　 　また、その結果等を献立に反映するなど、工夫を行って
　　いるか。

（３）給食会議を定期的に開催しているか。

①　給食が業務委託の場合、受託業者が参加しているか。

②　給食会議とは別に、受託業者が参加する会議を開催し
　ているか。

いる・いない
いる・いない

いる・いない
いる・いない・非該当

いる・いない

いる・いない

運　　営　　状　　況 自主点検欄 摘　　要

いる・いない

※「いる」場合の

施設名

外部業者が献立作成を

している場合
業者名

　※　摂取栄養量（エネルギー、たんぱく質、食塩摂取量）がわかる献立表

　　（監査実施日の前月で１週間分）を添付してください。

いる・いない
いる・いない

いる・いない

職　種 氏　　　名

献立作成者
施設・

委託会社

栄養士・

管理栄養士
　

残食調査 回／年 有・無

回 数 実　施　方　法 記録の有無 献立への反映状況

嗜好調査 回／年 有・無

いる・いない・非該当

会議名 開催頻度 年 回

いる・いない

開催頻度 年 回

いる・いない・非該当

※献立を委託会社の

本社または営業所で

作成している場合は

（担当者）を選択

※給食材料の売買契

約をしている場合は、

外部業者が献立作成

をしている場合に含

※栄養ケア・マネジ

メントを実施する施

設は別途「栄養ケ

ア・マネジメント自

己点検シート」を提

※「いる」場合

回答した施設が同

時に監査対象の場

合、併設施設と共

通する項目はこの
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運　　営　　状　　況 自主点検欄 摘　　要

３　衛生管理

（１）調理・検収・盛付場所

①　調理場所（クックチル食品の再加熱を含む）・盛付場
　所はどこか。

　　②　検収場所はどこか。また、納品された食材料はどこで
　保管しているか。

（２）調理施設及び従事者の衛生管理

　　　ア　保存食は、調理済食品及び原材料について２週間①　保存食は、調理済食品及び原材料について２週間以上
－２０℃以下で５０ｇ程度保存されているか。

　　施設で調理した料理は全て保存されているか。

②　ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施し衛生管理計画を
　作成しているか。
　　また、食品衛生責任者の選任をしているか。

　　　　　　　

③　給食業務を直営で実施している場合、営業の届出を行
　っているか。
　　給食業務を委託している場合、受託者が営業許可を受
　けているか。

④　次の項目を衛生管理計画に規定しているか。また、実
　施記録はあるか。

⑤　施設栄養士及び調理従事者の検便（赤痢・サルモネラ
　属・腸管出血性大腸菌）を適切に実施しているか。

主食 副食(汁もの除く) 汁もの 果物等

調

理

施設内厨房・

本体厨房

施設内厨房・

本体厨房

施設内厨房・

本体厨房

施設内厨房・

本体厨房

いる・いない

いる・いない

原材料 調理済(主食) 調理済(副食) 形態別

盛

付

施設内厨房・

本体厨房

施設内厨房・

本体厨房

施設内厨房・

本体厨房

施設内厨房・

本体厨房

検収場所 本体厨房・施設内厨房 保管場所 本体厨房・施設内厨房

いる・いない

食品衛生責任者名

いる・いない・非該当

いる・いない・非該当

衛生管理項目
衛生管理計画

への規定
記録（帳票）

保存食の実施状況
あり・なし

非該当

あり・なし

非該当

あり・なし

非該当

あり・なし

非該当

いる・いない

冷蔵庫・冷凍庫内温度 あり・なし あり・なし

中心温度測定及び食品の加熱・冷却記録 あり・なし あり・なし

原材料の納品時間及び品温・鮮度確認等 あり・なし あり・なし

厨房内の温・湿度 あり・なし あり・なし

施設・設備等の衛生管理 あり・なし あり・なし

清掃実施状況※（ 毎日 ・ 毎週 ・ 毎月 ） あり・なし あり・なし

使用水の管理 あり・なし あり・なし

従業者の衛生管理 あり・なし あり・なし

いる・いない

※毎日、毎週、

毎月で使用して

いる帳票を選択
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運　　営　　状　　況 自主点検欄 摘　　要

　　また、１０月から３月までの間には月１回以上又は必
　要に応じてノロウィルスの検便を行うことにしているか。

（前年度実績）

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

実施人数の内訳（前年度平均）

⑥　害虫等の駆除を半年に１回以上実施し、その記録を１
　年間保管しているか。
　　また、害虫の発生時は都度駆除を実施しているか。

（前年度実績）

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

※グリストラップの清掃を実施しているか

年 月 日

　　⑦　保健センター（保健所）の衛生監視員の立入検査の結
　果、指示事項はないか。

　　　また、指示事項がある場合は改善しているか。　　また、指示事項がある場合は改善しているか。

年 月 日

　　⑧ 所管区保健センターの管理栄養士による健康増進法に
　基づく巡回指導はあるか。

年 月 日

　　⑨　検食は各食事前に実施しているか。

人

人

人

いる・いない

月 4 5 6 7 8 9

対象者数(人)

実施者数(人)

3

実施者数(人)

月 10 11 12 1 2

栄養士・管理栄養士 施設 人 受託 人

対象者数(人)

人

支援員等 施設 人 受託 人

調理員 施設 人 受託

人

いる・いない

いる・いない

月 4 5 6 7 8 9

その他（　　　　　） 施設 人 受託

月 10 11 12 1 2 3

実施日(日)

害虫駆除方法
薬剤散布・捕虫

器設置・両方
実施者

施設・専門

業者・両方

その他の

方法

実施日(日)

あり・なし・実績なし

いる・いない・非該当

直近立入年月日

いる・いない

直近清掃日

いる・いない

検食時間
入所者の

食事時間
検食者の職種

１回の

人　員

指示事項

改善状況

いる・いない・非該当

直近巡回年月日

記録の

有無

朝 食 有・無

有・無

夕 食 有・無

昼 食

※ねずみの駆除をし

ている月は、月の左

※ノロウィルス検査

を実施している月は、

月の左側に○をつけ

※1回100食以上また

は1日250食以上提供
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運　　営　　状　　況 自主点検欄 摘　　要

４　危機管理

（１）給食管理・栄養管理に関するインシデント（ヒヤリハッ
　　ト）やアクシデント（事故報告）を提出しているか。

５　災害用非常食

（１）災害用非常食に関する献立表が作成されているか。 ２ 震災対策
（２）に関連

（２）災害用非常食及び飲料水が規定量保存されているか。

（３）災害用非常食及び飲料水の使用方法や備蓄量について、
　　他職種にわかるよう明示しているか。

（４）指定福祉避難所に指定されているか。

・入所者と職員欄にはこの監査調書に該当する施設の想定
人数を、備蓄量欄には総数を記入してください。

・併設日中活動系事業所（生活介護等）分の備蓄量は空欄
に記入してください。

・併設施設の非常食及び飲料水の内容をまとめて記入した
場合、併設施設の監査調書内「５ 災害用非常食」の部
分の提出は不要です。

いる・いない

報告例

いる・いない

いる・いない

いる・いない

水(L)

入所者 0 0 3

いる・いない・非該当

非常食の想定量・備蓄量記載時の注意事項

想定食数

(人)

必要量 備蓄量

食品(食) 水(L) 日分 食品(食)

0 0

職員 0 0 3

0 0

0 0

0 0

0 0

計 0 0 0 0

0 0

品物・数量 保管場所
熱

源

・

燃

備蓄水 献立

内

容

※非常食献立表及び飲料水・食品の備蓄量の内訳がわかる一

覧表を添付する場合は記入の必要はありません

保

存
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運　　営　　状　　況 自主点検欄 摘　　要

６　業務形態

（１）給食業務形態

（２）給食業務を委託している場合

①　委託契約書には、その契約内容、施設と受託業者との
　業務分担及び経費負担を明確にされているか。
　　また、以下の事項について記載されているか。

ア　受託業者は、施設給食の主旨を十分認識し、適正な
　給食材料を使用するとともに所要栄養量が確保される
　調理を行うものであること。

イ　調理従事者の大半は、相当の経験を有する者である
　こと。　

ウ　調理従事者に対して、定期的に衛生面及び技術面の
　教育又は訓練を実施するものであること。

エ　調理従事者に対して、定期的に健康診断及び検便を
　実施するものであること。

オ　受託業者に対して、施設側から必要な書類の提出を
　求めることができること。

カ　受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しない
　と施設が認めたとき、その他受託業者が適正な施設給
　食を確保する上で支障となる行為を行ったときは、契
　約期間中であっても施設側において契約を解除できる
　こと。

キ　受託業者の労働争議その他の事情により、受託業者
　の遂行が困難になった場合の業務の代行保証に関する
　こと。

ク　受託業者の責任で、法定伝染病又は食中毒等の事故
　が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないた
　め、施設に損害を与えた場合は、受託業者は施設に対
　し、損害賠償を行うこと。

②下記の業務を受託業者が分担しているか。

③　受託業者の栄養士または管理栄養士が施設に勤務して
　いるか。

④　入所者の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明
　示しているか。

⑤　献立表に示された食事内容の調理等について、必要な
　事項を現場作業責任者に指示を与えているか。

直営・委託・

直営（調理済食品の売買契約）

※調理業務を委託している場合・・・(２)を回答

※調理済み食品（例)クックチル等）の売買契約をしている場合・・・(３)を回答

※　給食業務委託契約書・仕様書・覚書の写しを添付してください。

発注 委託者・受託者 食材料の購入（栄養補助食品類） 委託者・受託者

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

献立作成 委託者・受託者 食材料の購入（栄養補助食品類除く）委託者・受託者

いる・いない
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運　　営　　状　　況 自主点検欄 摘　　要

⑥　受託業者が実施した調理従事者の健康診断及び検便の
　実施状況及び結果を確認しているか。

⑦　受託側の調理従業者の衛生管理の実施状況及び結果を
　確認しているか。

（３）調理済み食品の売買契約をしている場合

①　売買契約書には、食材料の単価契約、配送手順等が明
　確にされているか。

②　受託側に栄養士または管理栄養士が配置されているか。

③　入所者の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明
　示し、基準に沿った献立が提供されているか。

④　調理済みの食品を施設で調理する時の再加熱方法につ
　いて指示がされているか。

⑤　受託者から調理済み食品が納品されるまでの温度記録
　を把握しているか。

⑥　受託側の調理従業者の衛生管理の実施状況及び結果を
　確認しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

※　給食材料売買契約書・仕様書・覚書の写しを添付してください。

いる・いない

いる・いない
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別表１　利用の状況

１　施設入所支援

①前年度の延べ利用者数、開設日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

②当年度の延べ利用者数、開設日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

③利用者（在籍者）の障害支援区分の状況（各年度４月１日現在）

計

人

人

〇事業単位ごと（生活介護で複数のサービス提供単位を設定している場合は、その単位ごと）に作成してください。
〇直接処遇職員の算定の基礎となる、延べ利用者数と開所日数を記入してください。

人 人

当年度 人 人 人 人 人 人

前年度 人 人 人 人

区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６区分１

区分

延べ利用者数

開所日数

併設短期入所
延べ利用者数

開所日数

区分

延べ利用者数

開所日数

併設短期入所
延べ利用者数

開所日数

区　分
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２　昼間実施サービス

（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①前年度の延べ利用者数、開設日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

②当年度の延べ利用者数、開設日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

③利用者（在籍者）の障害支援区分の状況（各年度４月１日現在）

計

人

人

（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①前年度の延べ利用者数、開設日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

②当年度の延べ利用者数、開設日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

③利用者（在籍者）の障害支援区分の状況（各年度４月１日現在）

計

人

人

人 人

当年度 人 人 人 人 人 人

前年度 人 人 人 人

区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６区分１

延べ利用者数

開所日数

併設短期入所
延べ利用者数

開所日数

区分

延べ利用者数

開所日数

併設短期入所
延べ利用者数

開所日数

区　分

人 人

当年度 人 人 人 人 人 人

前年度 人 人 人 人

区分

区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６区分１

区分

延べ利用者数

開所日数

併設短期入所
延べ利用者数

開所日数

区分

延べ利用者数

開所日数

併設短期入所
延べ利用者数

開所日数

区　分
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別表２　諸規程、帳簿類の整備状況

　次の規程及び帳簿類（前年度・今年度分）を監査会場に用意しておいてください。

　規程及び帳簿類をシステム管理等している場合は、閲覧できるよう準備しておいてください。

　１．運営規程

　２．就業規則（育児・介護休業規程を含む）

　３．給与規程

　４．旅費規程

　５．経理規程

　６．個人情報保護規程

　７．公益通報者保護規程

　１．職員会議録

　２．事業日誌

　３．研修報告

　４．職務分担表

　５．職員（労働者）名簿

　６．履歴書

　７．資格証明書（控）

　８．勤務割表

　９．労基署届出・申請書類

１０．労基法等各種協定

１１．給与（賃金）台帳

１２．扶養・住居・通勤手当の認定書類

１３．出勤簿（タイムカード）

１４．超過勤務命令簿

１５．年次有給休暇簿

１６．出張命令簿

１７．労働条件通知書（控）

１８．社会保険・労働保険関係書類

１９．所得税（源泉徴収）関係書類

２０．福祉医療機構退職手当共済関係書類

２１．県共済会退職共済関係書類

２２．職員の健康診断記録

２３．業務継続計画

２４．事業指定、変更届等関係書類

規
程

（
Ａ

）

運
営
管
理
（

Ｂ
）

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無有 無

有 無
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　１．防火管理者選任届

　２．消防計画／防火管理規程（地震防災規程含む）

　３．避難確保計画（浸水想定区域,津波災害警戒区域、土砂災害警戒区域のみ）

　４．消防署立入検査関係

　５．消防用設備等点検結果報告書（控）

　６．消火・避難訓練実施記録

　７．緊急時非常用連絡網

　８．災害用非常食献立表、水及び食品の備蓄内訳一覧表

　１．会計責任者等の任命辞令（控）

　２．財産目録

　３．予算書（当初・補正）

　４．決算書（貸借対照表、収支計算書等）

　５．試算表

　６．決算附属明細書

　７．総勘定元帳

　８．仕訳伝票

　９．見積・納品・請求書等証拠証憑類

１０．小口現金出納帳

１１．固定資産管理台帳

１２．預金通帳

１３．県共済会退職金基金資産残高通知書

１４．契約関係書類

１５．寄附金関係書類

１６．利用料等徴収関係書類

　１．利用者名簿・利用者台帳

　２．個別支援計画・サービス担当者会議記録・モニタリング記録

　３．支援日誌・支援記録・ケース会議記録

　４．看護日誌・看護記録

　５. 利用者の健康診断記録・健康管理記録簿

　６．面会受付簿、外出・外泊許可簿

　７．身体拘束に関する説明書・経過観察記録

　８．苦情受付処理簿・苦情の内容等の記録

　９．事故報告書、ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ報告書

１０．利用契約書

１１．嘱託医契約書

１２．地域連携推進会議の記録

１３．預かり金品管理規程、預かり金品関係書類（実施する施設のみ）

１４．工賃規程

１５．身体的拘束等の適正化のための指針

１６．感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

１７．事故発生の防止のための指針

１８．虐待の防止のための指針

防
災
（

Ｃ
）

経
理
（

Ｄ
）

処
遇

（
Ｅ

）

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
有 無

有 無
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　１．献立表（予定・実施）

　２．栄養ケア・マネジメント関係帳票

　３．食事箋

　４．衛生管理計画

　５．衛生管理計画に規定される実施記録等（温度記録・健康管理記録等）

　６．検便結果報告書

　７．害虫駆除結果報告書

　８．保健センター立入記録

　９．保健センター提出書類（特定給食施設状況報告書又は給食実施報告書）

１０．給食関係会議録

＜以下は該当施設のみ用意＞

１１．検食簿

１２．し好・残食調査結果

１３．給食日誌

１４．目標栄養量算出表

１５．水質検査書

１６．委託業務契約書又は食品売買契約書

給
食
（

Ｆ
）

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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別表３－１　職員の配置、採用・退職状況

採用 退職 採用 退職

管理者 1

サービス管理責任者

医　師

生活支援員

職業指導員

就労支援員
（就労移行支援）

地域移行支援員
（生活訓練）

看護職員

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

事務員

栄養士

計

（上段太枠の再掲）法人在籍年数が５年以上→

○「採用・退職」には、常勤・非常勤・専従・兼務を問わず、各職種の人数を記入してください。
　　（管理者兼生活支援員が退職した場合は、管理者退職１、生活支援員退職１）
○法人内異動は、「採用・退職」には該当しません。
○事業単位（生活介護のサービス提供単位を含む）が複数ある場合は、合算して記載してください。

職　　種 配置基準数

前　年　度 当　年　度 　　月末現在
職員数

（記入可能な
直近の月末）
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別表３－２（１）　当年度の職員配置基準確認表 （昼間実施サービスのみ（就労移行支援は下段へ））

※事業単位ごと（生活介護で複数のサービス提供単位を設定している場合は、その単位ごと）に作成してください。

日 併　　 設

短期入所 日 事業

人 併　　 設

短期入所 人

人

人 ：１

※小数点第２位以下切上げ ：１

：１

管理者、サービス提供責任者の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

直接処遇職員の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

※報酬上の配置基準を記入

前年度の開所日数

前年度の延べ利用者数

届出単位

前年度の平均利用者数
※小数点第２位以下切上げ
　 併設短期入所との合計数を記載

基準上の配置すべき直接処遇職員数

職　　種 氏　　名

管理者

常勤換算後の直接処遇職員数　Ａ＋Ｄ

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ

Ａ 常勤専従の直接処遇職員数

Ｂ 常勤換算対象職員の延べ勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

※年度途中に変更した場合に記入
月から

月から

職　　種 氏　　名

サービス提供責任者

障害者支援施設 別表3-2(1)昼間サービスのみ 1 名古屋市



別表３－２（１）　当年度の職員配置基準確認表（就労移行支援）

日 併　　 設

短期入所 日

人
併　　 設

短期入所 人 人

人 小数点第２位以下切上げ

人 小数点第２位以下切上げ

　　

管理者、サービス提供責任者の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

職業指導員・生活支援員の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

就労支援員の配置状況

Ｂ 常勤換算対象の就労支援員の延べ勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ

常勤換算後の就労支援員数　Ａ＋Ｄ

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

就労支援員

就労支援員

Ａ 常勤の就労支援員数

就労支援員

就労支援員

就労支援員

Ａ 常勤の職業指導員・生活支援員数

Ｂ 常勤換算対象の職業指導員・生活支援員の延べ
勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ

常勤換算後の職業指導員・生活支援員数
Ａ＋Ｄ

サービス提供責任者

職　　種 氏　　名

基準上の配置すべき職業指導員・生活支援員数

　　基準上の配置すべき就労支援員数

職　　種 氏　　名

管理者

　前年度の開所日数

前年度の延べ利用者数
前年度の

平均利用者数
※小数点第２位以下切上げ
　 併設短期入所との合計数を記載

障害者支援施設 別表3-2(1)昼間サービスのみ 2 名古屋市



別表３－２（１）　当年度の職員配置基準確認表 （昼間実施サービスのみ（就労移行支援は下段へ））

※事業単位ごと（生活介護で複数のサービス提供単位を設定している場合は、その単位ごと）に作成してください。

日 併　　 設

短期入所 日 事業

人 併　　 設

短期入所 人

人

人 ：１

※小数点第２位以下切上げ ：１

：１

管理者、サービス提供責任者の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

直接処遇職員の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

常勤換算後の直接処遇職員数　Ａ＋Ｄ

Ａ 常勤専従の直接処遇職員数

Ｂ 常勤換算対象職員の延べ勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ

職　　種 氏　　名

サービス提供責任者

職　　種 氏　　名

管理者

前年度の平均利用者数

前年度の開所日数

前年度の延べ利用者数

※小数点第２位以下切上げ
　 併設短期入所との合計数を記載

月から
※年度途中に変更した場合に記入

月から

基準上の配置すべき直接処遇職員数 届出単位 ※報酬上の配置基準を記入

障害者支援施設 別表3-2(1)昼間サービスのみ(計算式有) 1 名古屋市



別表３－２（１）　当年度の職員配置基準確認表（就労移行支援）

日 併　　 設

短期入所 日

人
併　　 設

短期入所 人 人

人 小数点第２位以下切上げ

人 小数点第２位以下切上げ

　　

管理者、サービス提供責任者の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

職業指導員・生活支援員の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

就労支援員の配置状況

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ｂ 常勤換算対象の就労支援員の延べ勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ

常勤換算後の就労支援員数　Ａ＋Ｄ

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

就労支援員

就労支援員

Ａ 常勤の就労支援員数

就労支援員

就労支援員

就労支援員

Ａ 常勤の職業指導員・生活支援員数

Ｂ 常勤換算対象の職業指導員・生活支援員の延べ
勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ

常勤換算後の職業指導員・生活支援員数
Ａ＋Ｄ

サービス提供責任者

職　　種 氏　　名

基準上の配置すべき職業指導員・生活支援員数

　　基準上の配置すべき就労支援員数

職　　種 氏　　名

管理者

　前年度の開所日数

前年度の延べ利用者数
前年度の

平均利用者数
※小数点第２位以下切上げ
　 併設短期入所との合計数を記載

障害者支援施設 別表3-2(1)昼間サービスのみ(計算式有) 2 名古屋市



別表３－２（１）　当年度の職員配置基準確認表 （記載例）

※事業単位ごと（生活介護で複数のサービス提供単位を設定している場合は、その単位ごと）に作成してください。

日
併　　 設

短期入所 日 事業

人
併　　 設
短期入所 人

人

人 ：１

※小数点第２位以下切上げ ：１

：１

管理者、サービス提供責任者の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

直接処遇職員の配置状況

勤務
形態

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○

Ｂ 80 80 80

Ｃ 160 160 160

Ｃ 144 136 136

Ｃ 152 144 144

Ｃ 160 168 160

Ｃ 96 96 96

Ｃ 160 168 160

Ｃ 48 48 48

Ｃ 78 50

10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 1078 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 168 160 168 168 160 168 160 168 168 144 168

6.2 6.4 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2 16.4 16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※勤務形態の表記　「A」：常勤・専従、「B」：常勤・兼務、「C」：非常勤・専従、「D」：非常勤、兼務

常勤換算後の直接処遇職員数　Ａ＋Ｄ

Ａ 常勤の直接処遇職員数

Ｂ 常勤換算対象職員の延べ勤務時間数

Ｃ 常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数

Ｄ 常勤換算に基づく職員数　Ｂ／Ｃ＝Ｄ

職　　種 氏　　名

サービス提供責任者

月から
※年度途中に変更した場合に記入

月から

職　　種 氏　　名

管理者

前年度の平均利用者数
※小数点第２位以下切上げ
　 併設短期入所との合計数を記載

基準上の配置すべき直接処遇職員数 届出単位 ※報酬上の配置基準を記入

前年度の開所日数

前年度の延べ利用者数

※勤務形態Ａの者は「○」を、ＢＣＤの者は勤務時間数を記入してください。

※「Ａ 常勤の直接処遇職員数」には「○」の数を記入してください。

※「Ｂ 常勤換算対象職員の延べ勤務時間数」にはＢＣＤの勤務時間数の合

計を記入してください。

※常勤職員が勤務すべき暦月の勤務時間数は、就業規則に従って記入して
下さい。

算定例
①１日８時間労働（夜勤は２日で１６時間労働）で各月９日の休日を付与する
１か月単位の変形労働制を採用
→暦月３０日の月の勤務すべき時間数は

（３０日－９日）×８時間＝１６８時間
②１日８時間労働で土日、国民の祝日等を休日とする場合
→暦月３０日の月の勤務すべき時間数は

（３０日－休日数）×８時間



別表３－２（２）当年度配置基準確認表 （別紙３１）

利用者
障害支援区分

(a)

区分５・６に
準ずるに該当
する者に○

延べ利用日数
(b)

延べ区分
(a)×(b)

区分５・６の場
合の延べ利用日
数

準ずる者を含んだ
区分５・６の延べ
利用日数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計

※　平均障害支援区分の求め方

　　（区分２該当者の前年度の延べ利用日数×２＋区分３該当者の前年度の延べ利用日数×３＋区分４該当者の
　　前年度の延べ利用日数×４＋区分５該当者の前年度の延べ利用日数×５＋区分６該当者の前年度の延べ利用
　　日数×６）／総延べ利用日数

※　区分５・６の割合の求め方

　　（区分５該当者の前年度の延べ利用日数＋区分６該当者の前年度の延べ利用日数）／総延べ利用日数

※　共生型を行っている生活介護においては、利用者に共生型の利用者を含んで算出する。その場合、要介護者は区分５とみなす。

平均障害支援区分の算出

令和　　年　　月　　日　提出

事業所の名称

平均障害支援区分 区分５・６の割合 準ずる者を含んだ区分５・６の割合

障害者支援施設 別表3-2(2)生活介護のみ 名古屋市



別表４－１　職員の勤務状況

計

時　分 時　分 時　分

： ： ：

＜勤務体制＞
の勤務体制 ４週 休
の勤務体制 ４週 休
の勤務体制 ４週 休
の勤務体制 ４週 休
の勤務体制 ４週 休

（注）　 １　管理者以下、職種ごとの勤務時間割を就業規則等に従って記入してください。同一の職種で複数の勤務形態がある場合はそれが分かるように記入してください。
　また、勤務ごとの稼動人数がわかるようにしてください。非常勤職員の記入は不要です。
２　日課は、施設入所者（利用者）の平均的な１日の流れを記入してください。

３　勤務形態は、職種ごとの４週あたりの平均的な勤務形態を記入してください。

（１）職種ごとの標準的な１日の時間帯による勤務状況

時　 勤　務　時　間
始　業 終　業

　職　種 1 2 3 4 実　働 休　憩

（監査実施月の前々月分状況）

14 15 16 17 188 9 10 11 12 13

時　分 時　分

： ：

5 6 7 19 20 21 22 23 24

： ：

： ： ： ： ：

：

： ： ：

： ： ：

： ：： ：

： ：

： ： ： ： ：

： ： ： ： ：

： ：

： ： ：

： ：：

： ：

： ： ： ： ：

： ： ：

： ： ： ： ：

日　　　　課

： ：

障害者支援施設 別表4-1 名古屋市



別表４ー１　職員の勤務状況（記載例）

計

時　分 時　分 時　分

9:00 9:00 18:00

9:00 6:30 15:30

9:00 9:00 18:00

9:00 11:00 20:00

＜勤務体制＞
の勤務体制 ４週 ８休
の勤務体制 ４週 ８休
の勤務体制 ４週 ８休
の勤務体制 ４週 ８休
の勤務体制 ４週 ８休

（注）　 １　管理者以下、職種ごとの勤務時間割を就業規則等に従って記入してください。同一の職種で複数の勤務形態がある場合はそれが分かるように記入してください。
　また、勤務ごとの稼動人数がわかるようにしてください。非常勤職員の記入は不要です。
２　日課は、施設入所者（利用者）の平均的な１日の流れを記入してください。

３　勤務形態は、職種ごとの４週あたりの平均的な勤務形態を記入してください。

（１）職種ごとの標準的な１日の時間帯による勤務状況
時　 勤　務　時　間

8 9

（監査実施月の前々月分状況）

始　業 終　業
　職　種 1 2 3 4 5 6 7 16 17 1810 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 実　働 休　憩

管理者
時　分 時　分

8:00 1:00

15

9:00 18:00

9:00 18:00

看護職員 8:00 1:00 9:00 9:00 18:00

1:00 9:00

生活支援員

16:00 1:00 17:00

サービス管理責任者 8:00 1:00 9:00

栄養士 8:00

職業指導員 8:00 1:00 9:00 9:00 18:00

8:00 1:00

8:00 1:00

8:00 1:00

16:00 翌朝9:00

理学療法士 8:00 1:00 9:00 9:00 18:00

就労支援員 8:00 1:00 9:00 9:00 18:00

生活支援員

栄養士

事務員

日　　　　課

起
床

朝
食

レ
ク

昼
食

入
浴

夕
食

就
寝

サービス管理責任者

看護職員

１人

１人

１人

２人

３人

２人
２人

１人

２人

３人

１人

１０人



別表４－２　職員の勤務状況 

　監査実施月の前々月分の勤務表（実績）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜
日

早 日 遅 夜 休 暇

注１）管理者を含む全職員について、当年度４月分の勤務表を作成してください。なお、直接処遇職員等の変則勤務職種については、早番は「早」、日勤は「日」、遅番は「遅」、

　　　夜勤入は「夜」、夜勤明は「明」、休日は「休」、休暇は「暇」等の勤務体制を記載してください。

注２）職種ごとに下記の勤務形態の区分順にまとめて記載してください。

　　  勤務形態の区分　Ａ：常勤で専従　Ｂ：常勤で兼務　Ｃ：非常勤で専従　Ｄ：非常勤で兼務

職　種
勤務
形態

氏　 名
暦月の合計

障害者支援施設 別表4-2 名古屋市



別表５　各種委員会、会議の実施状況

１　各種委員会 （前年度実績）

委員会の種別 実施日 職　種 記録の有無 開催結果の職員周知

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

２　施設が実施する定例会議 （前年度実績）

会議等の名称 実施日 職　種 記録の有無 開催結果の職員周知

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

事故防止
指針等に基づき
定期的に実施

身体拘束の適正化
年１回以上

定期的に実施

虐待防止
年１回以上

定期的に実施

感染症・食中毒予防
及びまん延防止

おおむね３月に１回以上
定期的に開催
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別表６　職員研修の状況

１　施設内研修

（１）基準上必要となる研修 （前年度実績）

研修の種別 実施日 職　種 記録の有無 欠席者への内容周知

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

□有　□無 □実施　□未実施

（２）その他の内部研修 （前年度実績）

研　修　名 実施日 職　種 記録の有無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

２　施設外研修 （前年度実績）

研　修　名 実施日 職　種 記録の有無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

身体拘束の適正化
年１回以上及び

新規採用時、定期的に実施

虐待防止
年１回以上及び

新規採用時、定期的に実施

感染症・食中毒予防
及びまん延防止

年２回以上及び
新規採用時、定期的に開催

※感染症予防及びまん延防止のための
訓練も年２回以上実施

自然災害（業務継続計画）
年２回以上以上及び

新規採用時、定期的に開催
※訓練も年２回以上実施

事故防止
指針等に基づき、定期的に実施
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